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平成２８年度供給計画の取りまとめ
について

平成２８年６月１６日
調整力及び需給バランス評価等に関する委員会事務局

第３回調整力及び需給バランス
評価等に関する委員会 資料２
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事業者ヒア
リング

4/27

小売電
気事業
者提出

5/30

一般送配
電事業者
提出

発電事業者はライ
センス登録後、遅
滞なく提出

３月 ４月 ５月 ６月 ７月

・全国及び各供給区域の需給バラ
ンス取り纏め

・主要な小売電気事業者の需給バ
ランス評価（未調達分の把握）
・連系線利用計画の把握

供給計画
提出

電源入札
検討に資
する評価・
分析

～１２月

※大臣送付（６月末目途）の供給計画
取りまとめの対象

・発電事業者の計
画把握

・第２年度以降の
需給バランス評
価・需給変動リス
ク分析

取りまとめ・大
臣送付・公表

取りまとめ・大臣
送付（未定）

委
員
会
審
議

委
員
会
審
議

 広域機関は、６月末までに平成２８年度供給計画を取りまとめるとともに、その内容について意見が
あるときは当該意見を付して国に提出することとなっている。

 本日は、まず、前回委員会でご議論いただいた評価基準に基づいて実施した「需給バランス評価」
の結果についてご報告する。

〔需給バランス評価の基準〕
エリアごとに供給予備率がＨ３需要に対して８％以上あること。ただし、沖縄エリアについては、
小規模単独系統であることから、最大電源ユニット脱落時に供給力がＨ３需要を上回ること。

 そのうえで、当機関が国に提出する意見の案についてご意見をいただきたい。

第１年度の
需給バランス
評価

本日の議論について

＜参考：供給計画取りまとめ等のスケジュール＞ 出所： 第１回委員会資料（一部修正）

←本日の対象

次回委員会



3（参考）電源入札等の実施判断までの業務フローにおける位置づけ

ＳＴＥＰ ０ ＳＴＥＰ １ ＳＴＥＰ ２

供給計画とりまとめ・大臣送付 電源入札等の検討開始の判断 電源入札等の実施の判断

決議 評議員会※１⇒理事会 理事会 評議員会⇒理事会

諮問委員会 － 本委員会 「入札委員会（仮称）」

実施時期
前年度３月末

（今年度は６月末に実施）
６月末

（今年度は、第２～１０年度分は年内に実施）

１２月まで
（判断を翌年度に繰り延べることもあり得る）

（今年度は、STEP1を踏まえて検討）

評価内容

・受領した供給計画（需要想定及
び供給力算定）の適切性、広域
系統長期方針・広域系統整備計
画との整合性を確認

〔需給バランス評価〕
・適正な供給力の確保状況※２を確
認

〔需給バランス評価〕
・供給計画で捕捉できない供給力
のうち期待可能な供給力も考慮

〔需給変動リスク分析〕
・社会情勢や電源構成等を鑑み、
個別に注視すべきリスク要因を抽
出し、必要に応じ考慮

・電源入札等以外の対策の有無に
ついて詳細検討（追加的な供給力
及びネガワットの確保等）
⇒需給バランスの再評価、需給変
動リスクの再分析

判断基準

・需要想定要領、供給計画に関す
る国のガイドライン、広域系統長
期方針、広域系統整備計画

〔需給バランス評価〕

・平年Ｈ３需要※３に対する基準

〔需給バランス評価〕

・STEP0と同じ

〔需給変動リスク分析〕

・厳気象Ｈ１需要※４に対する基準
（第１年度のみ※５）

・平年Ｈ３需要※３に対して、電源入札
等以外の需給対策を考慮したうえで、
STEP1と同じ基準を用いる

・厳気象Ｈ１需要※４に対して、電源入
札等以外の需給対策を考慮したうえ
で、STEP1と同じ基準を用いる（第１
年度のみ）

※１：経済産業大臣への意見送付に関する事項 ※２：火力発電所の燃料計画の確認を含む ※３：平年並みの気象条件における最大３日平均需要 ※４：厳しい気
象条件（猛暑、厳寒）における最大電力需要 ※５：第１年度は、期待可能な運用上の対策を考慮

出所： 第２回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料２（一部追記）
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１．供給計画について

２．平成２７年度供給計画の取りまとめ状況と対応について

３．平成２８年度供給計画の状況
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７．今後について ～需給変動リスク分析と電源入札について～



5１．供給計画について

 供給計画とは、電気事業法第２９条に基づき、電気事業者が作成する今後１０
年間の電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画であり、
毎年、当該年度の開始前に、電力広域的運営推進機関（以下、「広域機関」と
いう。）を経由して国に届け出ることとなっている。

 広域機関は、電気事業者から供給計画の提出を受けたときは、短期・中長期
の電力需給の実績及び見通し、電源や送電線の開発計画等を取りまとめると
ともに、その内容について意見があるときは当該意見を付して国に提出する。

 なお、国は、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の
電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、
電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。



6２．平成２７年度の供給計画の状況と対応について

 震災以降、昨年度（平成２７年度）の供給計画まで、一般電気事業者及び卸電気事業
者は、原子力発電の再稼働状況が見通せず、発電計画が立てられないことから、原子
力以外も含めて、その供給力を「未定」として提出していた。

 広域機関が実施した平成２７年度供給計画の取りまとめにおいて、供給力の見通しが
「未定」であることから、「需給バランス評価を行うことができない」としたことに対し、平
成２７年６月２３日に開催した評議員会で、需給バランスの評価等を行えない状況は望
ましくないとのご意見を多数頂いた。

 その意見を受け、理事長見解として「当機関が独自に行う調査等により短期・長期の観
点から需給状況の動向把握に努め、適正な供給力確保に向けて取り組む※」ことを公表
すると共に、平成２８年度供給計画では需給バランス評価ができるように関係各所との
調整を行った。
※当機関は、電気供給事業者等から供給力データを聴取し、昨年７月初めに全国及びエリアの夏季の需給見
通しを、昨年１２月初めに全国及びエリアの冬季の需給見通しを策定し公表した。

 経済産業省を含め、関係各所と調整した結果、平成２８年度供給計画では、需給
バランス評価が行えるように供給力が記載されることとなった。

 具体的には、「平成２８年度供給計画届出書の記載要領（資源エネルギー庁；平
成２８年３月）」にて、「事業者として稼働時期が見通せない原子力発電所・号
機については「未定」※とし、その発電所・号機の供給力を「ゼロ」として算定
する」こととし、他の電源についてはその前提で供給力を計上することとした。
※原子力発電の供給力を「未定」と記載して０と算定するか、再稼働時期を設定して数値を計上するか
は事業者が判断して記載する。



7３．平成２８年度供給計画の状況 ～ライセンス制の導入

 平成２８年度は、ライセンス制の導入に伴い、各電気事業者（小売・発電・送配電事業
者）はライセンス毎に供給計画を提出する。広域機関は、これら届出られた供給計画を
取りまとめ、意見がある場合は意見を付して国に送付する。



8（参考）供給計画届出書での発電・小売電気事業者の需給状況の記載

小売１

８
０

需要調達

発電１

１
２
０

発電

Ａ
Ｂ

販売 非電気事業者

Ｄ
Ｅ

発電２

１
４
０

Ｆ
Ｇ
Ｈ

他エリア
他エリア

小売１

１
０
０

小売１

１
２
０

Ａ
Ｄ
Ｘ

Ｂ
Ｅ Ｈ

Ｚ

Ｘ

Ｉ

Ｚ

Ｇ

発電
販売

発電 販売

需要調達 需要調達

発電
余力

●小売電気事業者の供給計画

今後１０年間の需要計画と調
達計画を記載（調達計画は契
約済み分のみを記載）

●発電事業者の供給計画

今後１０年間の発電計画
（発電所の開発計画含む）と
販売計画を記載（販売計画
は契約済み分のみ記載）

調達先
未定

一般送配電

Ｆ
Ｃ

調整力※

ＩＣ

発電
余力

非電気事業者は、供給計
画提出義務がない。よって、

発電余力や、新規開発電
源の供給力は供給計画で
は捕捉できない。

調達先
未定※調整力とは、一般

送配電事業者があらか
じめ確保した上げ調整
力（電源Ⅰ）のことを
言う（次スライドに
おいて同じ）



9(参考)一般送配電事業者の供給計画での需給状況の記載

小売１

８
０

需要調達

発電１

１
２
０

発電

Ａ
Ｂ

販売

Ｄ
Ｅ

発電２

１
４
０

Ｆ

Ｇ
Ｈ

小売２

１
０
０

小売３

１
２
０

Ａ
Ｄ
Ｘ

Ｂ
Ｅ Ｈ

Ｚ

Ｘ

Ｉ

Ｚ

Ｇ

発電
販売

発電 販売

需要調達 需要調達

発電
余力

調達先
未定

●一般送配電事業者の供給計画

エリア内の発電事業者の発電・販売計画、小売電気事業者の調達・需要計画をとりまとめて、今後１０年間のエリア
の需給状況を記載する。

一般送配電

Ｆ
Ｃ

調整力

Ｉ
Ｃ

Ａ
Ｄ
Ｘ

Ｂ
Ｅ
Ｇ

Ｈ
Ｚ

Ｆ
Ｃ

小売３

小売２

小売１

調整力

発電
余力

エリア内の小売電気事業者が集めた供給力、
発電事業者が保有している発電余力、一般送
配電事業者が調達した供給力を加算してエリ
ア内の供給力とする。

一般送配電事業者による

エリア内の供給力算出方法（注１）

エ
リ
ア
の
供
給
力

非電気事業者の供給力
は小売事業者の調達分
にて捕捉する。

発電
余力

非電気事業者

２
５
０

エリア需要（注2）

注１）供給力及び発電余力の算出方法は、「需給バラン
スに係る需要及び供給力計上ガイドライン（資源エネル
ギー庁、平成２８年3月）」及び「平成２８年度供給計画
届出書の記載要領（資源エネルギー庁、平成２８年3
月）」に記載の方法による。

注２）一般送配電事業者が想定したエリア全体の需要
想定



10３．平成２８年度供給計画の状況 ～提出スケジュール

小売

一般送配電

発電

送電

登録特定送配電

小売

特定送配電

4/13 5/16

H28/4/1 H28/4/末 H28/5/末 H28/6/末

・一般電気
・卸電気
・特定電気

・特定規模
電気

・その他

４月末までに供給計画（正）の届出をした発電事業者は、一般送配電事業者の
供給計画に反映し、広域機関の供給計画取りまとめに含める

発電

旧事業者

施行日以降３ヶ月間、仮発電事業者
として事業を行うことができる。（発電
事業者となり次第、遅滞なく供給計画
を提出する）

新事業者

H28/7/末
登録特定送配電

発電

案
の
提
出

正
の
提
出

（
届
出
）

案
の
提
出

正
の
提
出

（
届
出
）

各
エ
リ
ア
の
発
電
・小
売
を
と
り

ま
と
め
た
供
給
計
画
案
の
提
出

供
給
計
画
正
の
提
出
（
届
出
）

広
域
機
関
で
供
給
計
画
を

取
り
ま
と
め
、
国
に
送
付

案
の
提
出

正
の
提
出

（
届
出
）

 供給計画は、通常、年度の開始前までに取りまとめ、国に送付することが必要。ただし、平成
２８年度については、ライセンス制導入初年度のため、次のとおり経過措置が設けられている。
 電気事業者※から広域機関への供給計画提出期限：４月末
 一般送配電事業者から広域機関への供給計画提出期限：５月末
 広域機関から国への供給計画取りまとめ送付期限：６月末

※４月１日に電気事業者（一般送配電事業者を除く。）となったものに限る。４月２日以降に電気事業者になったものは、電気事業者になったあと遅滞なく広域機関へ提出。

4/末までに供給計画
を提出した者
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※１ 電事業法改正の端境期のため、平成２７年度以前から発電事業となる事業を営んでいる者は、６月末日まで発電事業者としての届出をしなくても、仮発
電事業者として事業を行うことができる。

※２ 平成２８年度供給計画記載要領において、「事業者として稼働時期が見通せない原子力発電所・号機については、「未定」とし、その発電所・号機の供給
力を「ゼロ」として算定する」とされている。

※３ 発電事業者の要件に該当しない太陽光・風力発電設備については、各小売電気事業者の導入想定をもとに供給力が計上されている。

４．平成２８年度供給計画の取りまとめについて ～全般を通して①

 以下の供給力は、今回の取りまとめには含まれていないことに留意が必要。

 電気事業法の経過措置により、供給計画を未提出の発電事業者の供給力
• 現に発電事業となる事業※１を営んでいる者であり、４月２８日までに供給計画の届出がない
発電事業者の保有する供給力。

• ただし、需給バランス評価に当たっては、４月２９日以降に供給計画が提出され、６月１０日ま
でに、広域機関として、供給計画の内容の確認ができた事業者の供給力（以下、追加発電余
力と記載）は加えて評価している。

 供給計画を届け出ている者が保有等する発電設備のうち、以下のもの
• 原子力発電のうち、稼働時期が見通せないとして供給力「未定※２」としたもの。現在、再稼働
しているものを除き、供給力「未定」となっている。

• 開発計画を有しているものの、発電事業者が意思決定の状況などから、現時点では供給計
画には記載しないと判断した発電設備の供給力。

 供給計画を届け出る義務がない者が保有する供給力
• 小売電気事業等の用に供する電力の合計が１万ｋＷ以下の者が保有する発電設備の供給
力※３

• 将来、発電事業を営もうとする者が開発を予定している発電設備の供給力



12４．平成２８年度供給計画の概要 ～全般を通して②

事業者ライセンス ４月１日～４月２８日
に提出した事業者数

5月末に提出した
一般送配電事業者数

４月２９日～６月１０日
の間に確認した事業者数

小売電気事業者 ２７６ － －

発電事業者 ２１ － ６９

登録特定送配電事業者 １６ － －

送電事業者 １ － －

一般送配電事業者 － １０ －

合 計 ３１４ １０ ６９

●平成２８年度供給計画取りまとめ対象事業者数

今回取りまとめた供給力（３２４者） 追加発電余力６９者



13４．平成２８年度供給計画の取りまとめについて ～取りまとめ項目

電気事業法施行規則
（供給計画の取りまとめ送付書）

概要

１．電力需要想定 －

（１）前年度の推定実績及び当該年度の見通し（短期） 全国大及び各エリアの前年度及び第一年度の
電力需要の実績及び見通し

（２）当該年度以降10年間の見通し（長期） 全国大及び各エリアの第二年度～第十年度の
電力需要の見通し

２．需給バランス －

（１）前年度の推定実績及び当該年度の見通し（短期） 全国大及び各エリアの前年度及び第一年度の
電力需給バランスを評価

（２）当該年度以降10年間の見通し（長期） 全国大及び各エリアの第二年度～第十年度の
電力需給バランスを評価

３．電源構成の変化に関する分析 電源開発（廃止）計画等から全国大の電源構
成の変化等を分析

４．送配電設備の増強計画 各エリア及び地域間連系線の増強計画のとり
まとめ

５．広域的運営の状況 エリア間の取引計画の状況をとりまとめ

６．電気事業者の特性分析 ライセンス毎の電気事業者の特性を分析

７．その他 とりまとめでの気づき事項・課題など

 供給計画で取りまとめる項目は、電気事業法施行規則の「供給計画の取りまとめ送付
書」に記載されており、これに従い供給計画の取りまとめを実施した。
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最大需要電力（８月・送電端・全国合計） 万ｋＷ

実績 H28供給計画

４－１．電力需要想定

平成27年度

実績※

平成28年度

見通し

平成37年度

見通し
最大需要
電力

15,630万kW 15,766万kW 16,541万kW
[ +0.5% ]

年間需要
電力量

8,857億kWh 8,997億kWh 9,446億kWh
[ +0.5% ]

年負荷率 64.7% 65.1% 65.2%

●需要想定の元とした全国の経済見通し

平成28年度 平成37年度

国内総生産
（ＧＤＰ）

538.0兆円 583.8兆円
[ + 1.0% ]

鉱工業生産
指数（ＩＩＰ）

101.8 114.6 
[ + 1.4% ]

〔 〕内は平成２８年度見通しに対する年平均増加率
※平成２７年度実績欄は気温補正後の値。年間需要電力量
及び年負荷率は推定実績を示す。

〔 〕内は平成２８年度見通しに対する年平均増加率

●需要想定（全国合計、送電端）

H     H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
16   17   18   19 20    21   22   23   24  25   26  27    28  29   30   31  32   33   34    35  36  37 

 今後１０年間の人口や経済指標（ＧＤＰ、ＩＩＰ等）の見通しを用いて、最大需要電力（８月・送電端・最
大３日平均電力）および年間需要電力量（送電端）を想定した。最大需要電力及び年間需要電力
量の全国合計値は、今後１０年間において＋０．５％／年の増加の見通し。



15（参考）電力需要想定方法について

 電力需要想定は、「家庭用その他」、「業務用」、「産業用その他」に分けて、それぞれの需要を過去からの時系
列傾向や人口・経済指標（ＧＤＰ、ＩＩＰ等）との相関により求めている。

 「家庭用その他」の基本的な想定方法は、「口数」と「原単位（＝需要電力量※／口数）」に分けて想定し、これらを
掛け合わせて算出するもの。 ※需要家が消費する電力量のうち、系統側から送電される電力量

 「原単位」は、過去からの時系列傾向により想定しており、本想定の中に、太陽光パネルの導入量拡大に伴う需
要電力量減の影響や世帯数の増減影響などが折り込まれている。

・人口見通し／口数あたり人口の時系列傾向
　×　電力量／口数（原単位）の時系列傾向
・国内総生産・民間最終消費支出相関
・時系列傾向　など

 ・国内総生産・第3次産業資本ストックとの相関
 ・時系列傾向　など  送電損失率の

 実績傾向　など

 ・鉱工業生産指数・国内総生産・第2次産業
   資本ストックとの相関
 ・時系列傾向　など

・国内総生産・民間最終消費支出・夏季関連需要
　との相関
・時系列傾向　など

・国内総生産・民間最終消費支出・鉱工業生産指数
　との相関
・時系列傾向　など

電 力 量 合 計

送 電 端 電 力 量

産 業 用 そ の 他

マクロチェック
（対国内総生産
弾性値など）

業 務 用

年 負 荷 率

夏 季 需 要

最 大 需 要 電 力

ベ ー ス 需 要

家 庭 用 そ の 他

年平均需要電力／
年負荷率×100

年平均需要電力／
最大需要電力×100

夏季需要
＋

ベース需要

年(もしくは月､日)負
荷率の実績傾向 など

＊

＊

＊

電力需要の想定方法（概要） 注）代表的な想定手法の例である



16４‐２ 需給バランス評価の方法 ～評価の方法

小売電気
事業者
供給力

一般送配電
事業者供給力

発電事業者
供給力

発電余力

 エリア内の供給力は、小売電気事業者の供給力、一般送配電事業者の供給力（調整力＋離島供給力）、発電事業
者の発電余力を合計したものとする。

 需給バランス評価の基準は、エリア毎に「エリアの最大３日平均電力（以下、Ｈ３需要）に対して供給力の予備率が
８％以上あること」とする。ただし、沖縄エリアにおいては、小規模単独系統であることから、最大電源ユニット脱落時
に供給力がＨ３需要を上回ることを基準とする（「第２回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会」より）。また、予備力
が８％に満たない場合は、連系線に空容量があれば、エリア間の供給力を相互に振り替えた評価も考慮する。

自エリア
販売分

非電気事業者
（FIT太陽光、自家
発余剰購入等）
からの調達分

一般送配電
販売分

他エリア
販売分

他エリア
調達分

自エリア
調達分

一般送配電
供給力

一般送
配電

小売電気
事業者
供給力

他
の
エ
リ
ア

Ｈ３
需要

エリア内
供給力

エリアの予備力は自エリアの供給
力として評価。ただし、連系線の空
容量がある場合、他エリアの供給
力に振替えることも考慮。

＋８％

供給力

Ｂエリア

発電余力

一般送
配電

小売電気
事業者
供給力

Ｈ３
需要

＋８％

発電
余力

供給力

Ａエリア

連系線



17４‐２ 需給バランス評価の方法 ～評価の検討ステップ

 短期及び長期の需給バランス評価の検討ステップは以下のとおり。予備率が評価基準を満たすかどうかを確認し、
長期の評価においては、一部予備率が基準に満たない箇所があったため、２つの参考検討を加えた。

４‐３‐１：供給計画取りまとめ対象事業者事業
者（３２４者）の需給バランスを評価

４‐３‐２：地域間連系線を活用し、他エリア供給
力を振替えた場合の需給バランスを評価

４‐４‐３：追加発電余力（４‐４‐２）を加えた場合
の需給バランスを評価

４‐４‐４：地域間連系線を活用し、他エリア供給
力を振替えた場合の需給バランスを評価

（参考１）：新たに使用開始予定の地域間連系
線を活用し、他エリア供給力を振替えた場合
の需給バランスを評価

（参考２）：供給計画に記載されていない電源
開発計画を加えた場合の需給バランスを評価

４‐４‐１：供給計画取りまとめ対象事業者事業
者（３２４者）の需給バランスを評価

短期（Ｈ２８年度）評価の検討ステップ 長期（Ｈ２８～Ｈ３７年度）評価の検討ステップ

４‐３‐３：沖縄エリアの需給バランスを評価 ４‐４‐５：沖縄エリアの需給バランスを評価

４‐３‐４：まとめ ４‐４‐６：まとめ

全
国
（
沖
縄
以
外
）

沖
縄

追加発電余力を加えた場合の需給バ
ランスを評価 ⇒発電余力なし



18４‐３．需給バランス評価（短期：今年度の月別バランス）

16.6%

20.4%

16.1%

12.4%
13.3%

18.7%

22.4%

18.2%
17.2%

14.0% 13.5%

18.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%
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140
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180
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220

240

260

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

【百万ｋＷ】 短期需給バランスの見通し（全国合計、送電端）

需要 供給力 予備率

 平成２８年度の月毎の需要※と供給力（全国合計）の見通しを参考に下図に示す。全国
大では、最も予備率が低い７月で１２．４％であり、通年において８％以上となっている。

※各エリアのＨ３需要の全国合計



19４‐３‐１．需給バランス評価（短期：今年度の月別バランス）

エリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
北海道 12.8% 10.3% 11.0% 17.4% 21.4% 22.1% 19.6% 12.6% 17.1% 17.2% 16.6% 26.9%
東北 7.9% 15.4% 9.2% 12.0% 14.2% 17.3% 13.7% 10.8% 9.7% 10.6% 10.3% 13.4%
東京 15.0% 21.3% 20.1% 7.7% 9.8% 19.7% 23.6% 16.7% 20.9% 15.1% 12.5% 16.9%

東３社計 13.4% 19.3% 17.4% 9.1% 11.3% 19.4% 21.2% 15.1% 18.3% 14.4% 12.4% 16.9%
中部 14.9% 14.5% 10.1% 10.3% 12.3% 13.5% 15.0% 11.3% 7.2% 7.7% 9.7% 11.1%
北陸 14.3% 28.7% 13.3% 16.0% 16.8% 16.5% 24.4% 15.2% 15.6% 17.5% 15.2% 14.2%
関西 9.0% 15.0% 9.9% 11.9% 12.2% 15.6% 24.0% 19.5% 20.3% 15.0% 14.3% 25.2%
中国 32.5% 32.4% 25.9% 20.0% 19.3% 29.5% 36.2% 37.9% 27.6% 22.3% 22.1% 31.1%
四国 14.8% 18.2% 14.8% 14.5% 13.1% 22.4% 29.0% 24.7% 9.6% 9.0% 8.3% 14.0%
九州 35.7% 30.0% 23.4% 22.0% 17.4% 18.8% 23.3% 23.4% 15.2% 11.9% 13.7% 20.8%

中西社計 18.5% 20.5% 14.6% 14.6% 14.3% 17.6% 22.9% 20.1% 15.6% 13.1% 13.6% 19.8%
９社合計 16.2% 19.9% 15.8% 12.1% 13.0% 18.4% 22.1% 17.8% 16.8% 13.7% 13.0% 18.5%
沖縄 60.8% 62.3% 47.2% 44.4% 50.5% 44.8% 44.4% 63.6% 65.7% 61.0% 73.3% 75.7%

１０社合計 16.6% 20.4% 16.1% 12.4% 13.3% 18.7% 22.4% 18.2% 17.2% 14.0% 13.5% 18.9%

平成２８年度 各エリアの月毎の予備率（％）
赤セル：予備率が８％未満のエリア・月

 平成２８年度における各エリアの月毎の予備率は下表のとおり。ほとんどのエリアで予
備率８％以上を確保できているが、東北・東京・中部エリアでは、一部の月において予
備率８％を下回っている。



20４‐３‐２．需給バランス評価（短期：今年度の月別バランス）～連系線活用後

連系線活用：１.５万ｋＷ
（２８０万ｋＷ）

10.7%

8.0%

連系線活用：１７.２万ｋＷ
（１２４万ｋＷ）

8.0%

14.9%

8.0%

連系線活用：１７.２万ｋＷ
（１８７万ｋＷ）

8.0%

連系線活用：６.０万ｋＷ
（１７６万ｋＷ）

19.5% 14.7%

連系線活用後
の予備率

注）（）内の値は連系線の活用可能な量で平成２８年２月１９日時点での連系線空容量を基に算出した値

8.0%
14.9%

10.7%
8.0%

8.0% 8.0%

19.5% 14.7%

平成２８年度 各エリアの月毎の連系線活用後の予備率（％）

 地域間連系線を活用して、他エリアから予備率８％を下回らない範囲で、供給力を振替
えると、いずれの月も予備率８％以上を確保できる見通しとなった。
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最大電源脱落考慮後エリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
沖縄 37.2% 42.0% 29.8% 28.0% 34.1% 27.7% 24.8% 40.6% 41.4% 37.2% 49.4% 50.9%

連系線考慮後エリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
北海道 12.8% 10.3% 11.0% 17.4% 21.4% 22.1% 19.6% 12.6% 17.1% 17.2% 16.6% 26.9%
東北 8.0% 15.4% 9.2% 10.7% 14.2% 17.3% 13.7% 10.8% 9.7% 10.6% 10.3% 13.4%
東京 14.9% 21.3% 20.1% 8.0% 9.8% 19.7% 23.6% 16.7% 20.9% 15.1% 12.5% 16.9%

東３社計 13.4% 19.3% 17.4% 9.1% 11.3% 19.4% 21.2% 15.1% 18.3% 14.4% 12.4% 16.9%
中部 14.9% 14.5% 10.1% 10.3% 12.3% 13.5% 15.0% 11.3% 8.0% 8.0% 9.7% 11.1%
北陸 14.3% 28.7% 13.3% 16.0% 16.8% 16.5% 24.4% 15.2% 15.6% 17.5% 15.2% 14.2%
関西 9.0% 15.0% 9.9% 11.9% 12.2% 15.6% 24.0% 19.5% 19.5% 14.7% 14.3% 25.2%
中国 32.5% 32.4% 25.9% 20.0% 19.3% 29.5% 36.2% 37.9% 27.6% 22.3% 22.1% 31.1%
四国 14.8% 18.2% 14.8% 14.5% 13.1% 22.4% 29.0% 24.7% 9.6% 9.0% 8.3% 14.0%
九州 35.7% 30.0% 23.4% 22.0% 17.4% 18.8% 23.3% 23.4% 15.2% 11.9% 13.7% 20.8%

中西社計 18.5% 20.5% 14.6% 14.6% 14.3% 17.6% 22.9% 20.1% 15.6% 13.1% 13.6% 19.8%
９社合計 16.2% 19.9% 15.8% 12.1% 13.0% 18.4% 22.1% 17.8% 16.8% 13.7% 13.0% 18.5%
沖縄 60.8% 62.3% 47.2% 44.4% 50.5% 44.8% 44.4% 63.6% 65.7% 61.0% 73.3% 75.7%

１０社合計 16.6% 20.4% 16.1% 12.4% 13.3% 18.7% 22.4% 18.2% 17.2% 14.0% 13.5% 18.9%

４‐３‐３．需給バランス評価（短期：今年度の月別バランス）～沖縄エリア

最大電源ユニット（２３．５万ｋＷ）
脱落時の予備率を算出平成２８年度各月の沖縄エリアの

最大電源ユニット脱落後の予備率（％）

平成２８年度 沖縄エリアの月毎の予備率（％）

 沖縄エリアについて、最大電源ユニット脱落時に、いずれの月も供給力がＨ３需要を上
回る（予備率が０％以上である）見通しである。

※沖縄エリアは離島も含めた予備率を評価している。



22４‐３‐４．需給バランス評価（短期：今年度の月別バランス）～まとめ

連系線考慮後エリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
北海道 12.8% 10.3% 11.0% 17.4% 21.4% 22.1% 19.6% 12.6% 17.1% 17.2% 16.6% 26.9%
東北 8.0% 15.4% 9.2% 10.7% 14.2% 17.3% 13.7% 10.8% 9.7% 10.6% 10.3% 13.4%
東京 14.9% 21.3% 20.1% 8.0% 9.8% 19.7% 23.6% 16.7% 20.9% 15.1% 12.5% 16.9%

東３社計 13.4% 19.3% 17.4% 9.1% 11.3% 19.4% 21.2% 15.1% 18.3% 14.4% 12.4% 16.9%
中部 14.9% 14.5% 10.1% 10.3% 12.3% 13.5% 15.0% 11.3% 8.0% 8.0% 9.7% 11.1%
北陸 14.3% 28.7% 13.3% 16.0% 16.8% 16.5% 24.4% 15.2% 15.6% 17.5% 15.2% 14.2%
関西 9.0% 15.0% 9.9% 11.9% 12.2% 15.6% 24.0% 19.5% 19.5% 14.7% 14.3% 25.2%
中国 32.5% 32.4% 25.9% 20.0% 19.3% 29.5% 36.2% 37.9% 27.6% 22.3% 22.1% 31.1%
四国 14.8% 18.2% 14.8% 14.5% 13.1% 22.4% 29.0% 24.7% 9.6% 9.0% 8.3% 14.0%
九州 35.7% 30.0% 23.4% 22.0% 17.4% 18.8% 23.3% 23.4% 15.2% 11.9% 13.7% 20.8%

中西社計 18.5% 20.5% 14.6% 14.6% 14.3% 17.6% 22.9% 20.1% 15.6% 13.1% 13.6% 19.8%
９社合計 16.2% 19.9% 15.8% 12.1% 13.0% 18.4% 22.1% 17.8% 16.8% 13.7% 13.0% 18.5%
沖縄 60.8% 62.3% 47.2% 44.4% 50.5% 44.8% 44.4% 63.6% 65.7% 61.0% 73.3% 75.7%

１０社合計 16.6% 20.4% 16.1% 12.4% 13.3% 18.7% 22.4% 18.2% 17.2% 14.0% 13.5% 18.9%

平成２８年度 各エリアの月毎の予備率（％） ～地域間連系線活用後～

 平成２８年度は、以下のとおり、全国で必要な予備率が確保されている。

 すべてのエリアにおいて、他エリアから地域間連系線を通じて、供給力の融通を受け
れば、いずれの月でも予備率８％以上を確保できる見通しである。

 沖縄エリアにおいて、最大電源ユニット脱落時に、いずれの月でも供給力がＨ３需要
を上回る見通しである。

青：予備率が８％以上に改善したエリア・月 緑：他エリアへ応援したエリア・月



23４‐４．需給バランス評価（長期：平成２８～３７年度のバランス）
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【百万ｋＷ】
中長期需給バランスの見通し（８月・全国合計、送電端）

需要 供給力 予備率

 平成２８年度から平成３７年度までの需要と供給力（全国合計）の見通しを参考に下図
に示す。全国大では、最も予備率が低い平成３４年度でも９．３％と、いずれの年におい
ても８％以上となっている。
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1月のエリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
北海道 17.1% 14.2% 11.9% 23.0% 21.5% 19.0% 17.8% 26.2% 24.8% 23.6%
東北 10.7% 9.5% 9.9% 9.0% 9.8% 8.5% 7.6% 9.0% 8.1% 7.2%

8月のエリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
北海道 21.4% 19.8% 35.2% 47.5% 45.6% 43.0% 41.3% 40.5% 49.8% 48.3%
東北 14.1% 16.2% 14.8% 14.7% 16.2% 15.5% 15.3% 17.0% 16.9% 16.6%
東京 9.8% 9.8% 11.2% 8.0% 8.4% 4.4% 2.2% 8.3% 10.6% 9.6%
東日本
３社計

11.3% 11.6% 13.4% 11.7% 12.1% 8.9% 7.1% 11.9% 14.2% 13.3%

中部 12.3% 8.3% 8.2% 7.9% 8.5% 9.3% 7.2% 7.0% 6.7% 6.5%
北陸 16.8% 13.0% 12.0% 12.7% 12.1% 11.5% 10.7% 10.1% 9.4% 8.7%
関西 12.1% 6.6% 9.6% 9.0% 7.1% 3.1% 7.7% 10.1% 10.3% 10.4%
中国 19.2% 20.4% 21.4% 12.6% 17.8% 17.4% 17.2% 22.9% 22.6% 22.1%
四国 13.1% 15.3% 14.4% 14.3% 14.8% 14.7% 12.1% 17.4% 17.5% 17.5%
九州 17.5% 14.1% 8.7% 8.6% 16.5% 16.0% 15.7% 15.3% 14.9% 14.5%

中西日本
６社計

14.3% 11.0% 10.9% 9.6% 11.2% 10.0% 10.6% 12.2% 12.0% 11.8%

９社合計 13.0% 11.2% 12.0% 10.5% 11.6% 9.5% 9.0% 12.1% 13.0% 12.5%
沖縄 50.5% 47.1% 50.5% 53.8% 40.2% 43.9% 43.4% 43.3% 51.9% 41.3%

１０社合計 13.3% 11.6% 12.4% 10.9% 11.9% 9.8% 9.3% 12.3% 13.3% 12.8%

４‐４‐１．需給バランス評価（長期） ～エリア内事業者を集計した結果

平成２８～３７年度（夏季：８月）の予備率（％）

平成２８～３７年度（冬季：１月）の予備率（％）

赤セル：予備率が８％未満のエリア・年度

（注）８．０%を下回っているが四捨五入の関係で８．０％と
表記されているものも赤で記載

 平成２８年度から平成３７年度までの各エリアの年度毎の予備率を下表に示す。なお、
H３需要の年間最大値が冬季に想定される北海道・東北エリアは冬季の予備率も示す。

 ほとんどのエリアで予備率８％以上を確保できているが、夏季の東京・中部・関西エリア、
冬季の東北エリアについては、複数の年度で予備率８％未満となる見通しである。
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当該ページは、個社情報を掲載しているため、非公表とさせて
いただきます。



26

当該ページは、個社情報を掲載しているため、非公表とさせて
いただきます。
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当該ページは、個社情報を掲載しているため、非公表とさせて
いただきます。



28４‐４‐２．需給バランス評価（長期） ～追加発電余力について

平成２８～３７年度（８月）の追加発電余力

平成２８～３７年度（１月）の追加発電余力

【万kW】
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37

北海道 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
東北 0 1 5 16 16 16 16 16 16 16
東京 0 1 43 43 44 35 35 35 35 35
東日本
３社計

0 2 49 59 60 52 52 52 52 52

中部 0 0 0 23 42 41 41 42 41 41
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
関西 31 82 82 76 70 70 70 70 70 70
中国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中西日本
６社計

31 82 82 99 111 111 111 111 110 115

９社合計 31 83 131 158 172 163 162 163 162 167
沖縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１０社合計 31 83 131 158 172 163 162 163 162 167

 ４月２９日から６月１０日までに広域機関にて供給計画を確認した発電事業者（６９者）の
追加発電余力を下表に示す。

 予備率が８％を下回っているエリアにおいて、追加発電余力があることが確認された。

【万kW】
Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37

北海道 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
東北 0 1 5 15 15 15 15 15 15 15



29４‐４‐３．需給バランス評価（長期） ～追加発電余力を加算した結果

平成２８～３７年度（１月）の予備率（％） 追加発電余力加算後

青セル：予備率が８％以上に改善したエリア・年度 赤セル：予備率が８％未満のエリア・年度

追加発電余力考慮後エリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37
北海道 21.4% 19.8% 35.2% 47.5% 45.8% 43.3% 41.6% 40.8% 50.0% 48.5%
東北 14.1% 16.2% 15.2% 15.9% 17.3% 16.6% 16.5% 18.2% 18.0% 17.7%
東京 9.8% 9.8% 12.1% 8.8% 9.2% 5.1% 2.8% 9.0% 11.2% 10.3%
東日本
３社計

11.3% 11.6% 14.1% 12.5% 13.0% 9.6% 7.8% 12.7% 14.9% 14.0%

中部 12.3% 8.3% 8.2% 8.8% 10.2% 11.0% 8.8% 8.6% 8.4% 8.1%
北陸 16.8% 13.0% 12.0% 12.7% 12.1% 11.5% 10.7% 10.1% 9.4% 9.6%
関西 13.3% 9.7% 12.7% 11.9% 9.6% 5.7% 10.3% 12.7% 12.8% 13.0%
中国 19.2% 20.4% 21.4% 12.6% 17.8% 17.4% 17.2% 22.9% 22.6% 22.1%
四国 13.1% 15.3% 14.4% 14.3% 14.8% 14.7% 12.1% 17.4% 17.5% 17.5%
九州 17.5% 14.1% 8.7% 8.6% 16.5% 16.0% 15.7% 15.3% 14.9% 14.5%

中西日本
６社計

14.7% 11.9% 11.9% 10.7% 12.4% 11.3% 11.8% 13.4% 13.2% 13.1%

９社合計 13.2% 11.8% 12.9% 11.5% 12.7% 10.5% 10.0% 13.1% 14.0% 13.5%
沖縄 50.5% 47.1% 50.5% 53.8% 40.2% 43.9% 43.4% 43.3% 51.9% 41.3%

１０社合計 13.5% 12.1% 13.2% 11.9% 12.9% 10.8% 10.3% 13.3% 14.3% 13.8%

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37
北海道 17.1% 14.2% 11.9% 23.2% 21.8% 19.2% 18.0% 26.4% 25.1% 23.8%
東北 10.7% 9.6% 10.2% 10.1% 10.9% 9.6% 8.7% 10.0% 9.1% 8.2%

 追加発電余力を加算した後の予備率を下表に示す。

 東京エリアの平成３３，３４年度、関西エリアの平成３３年度を除き、その他のエリア・年
度で８％以上の予備率が確保される見通しとなった。

平成２８～３７年度（８月）の予備率（％） 追加発電余力加算後



30４‐４‐４．需給バランス評価（長期） ～追加発電余力＋連系線活用を考慮

連系線活用：１１７.７万ｋＷ
（１２２.４万ｋＷ）

連系線活用：１０万ｋＷ
（１０万ｋＷ）

連系線活用：１０万ｋＷ
（１０万ｋＷ）

連系線活用：１１６.３万ｋＷ
（１２２.４万ｋＷ）

平成２８～３７年度（８月）の予備率（％） 地域間連系線の活用を考慮

予備率が＋２．３％

8.0%
11.7%

41.0% 39.4%
8.0% 8.0%
7.4% 5.1%

連系線活用：６１．９万ｋＷ
（８５万ｋＷ）

注）（）内の値は連系線の活用可能な量で平成２８年２月１９日時点での連系線空容量を基に算出した値

 追加発電余力に加え、地域間連系線を活用して、他エリアから予備率８％を下回らない
範囲で、供給力を振替えると、関西エリアは予備率８％以上を確保できる見通しとなっ
たが、東京エリアは依然として平成３３，３４年度において予備率８％を下回る見通し。
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Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37
北海道 21.4% 19.8% 35.2% 47.5% 45.8% 41.0% 39.4% 40.8% 50.0% 48.5%
東北 14.1% 16.2% 15.2% 15.9% 17.3% 8.0% 8.0% 18.2% 18.0% 17.7%
東京 9.8% 9.8% 12.1% 8.8% 9.2% 7.4% 5.1% 9.0% 11.2% 10.3%
東日本
３社計

11.3% 11.6% 14.1% 12.5% 13.0% 9.6% 7.8% 12.7% 14.9% 14.0%

中部 12.3% 8.3% 8.2% 8.8% 10.2% 11.0% 8.8% 8.6% 8.4% 8.1%
北陸 16.8% 13.0% 12.0% 12.7% 12.1% 11.5% 10.7% 10.1% 9.4% 9.6%
関西 13.3% 9.7% 12.7% 11.9% 9.6% 8.0% 10.3% 12.7% 12.8% 13.0%
中国 19.2% 20.4% 21.4% 12.6% 17.8% 11.7% 17.2% 22.9% 22.6% 22.1%
四国 13.1% 15.3% 14.4% 14.3% 14.8% 14.7% 12.1% 17.4% 17.5% 17.5%
九州 17.5% 14.1% 8.7% 8.6% 16.5% 16.0% 15.7% 15.3% 14.9% 14.5%

（参考１） 建設中の連系線が活用できると仮定した場合

平成２８～３７年度（８月）の予備率（％） 新規建設中の地域間連系線の活用を考慮

参考での検討

連系線活用：２６．７万ｋＷ
（９０万ｋＷ）

連系線活用：４．７万ｋＷ

（４．７万ｋＷ）※
連系線活用：６．１万ｋＷ

（６．１万ｋＷ）※

連系線活用：９０万ｋＷ
（９０万ｋＷ）

注）（）内の値は連系線の活用可能
な量で平成２８年２月１９日時点での
連系線空容量を基に算出した値

※東北東京間連系線の空の量が少ない
ため、北海道から東京へ流せる潮流が
制限されている

 現在、平成３１年３月に使用開始予定で北斗今別直流幹線（北海道東北間連系線；３０
万ｋＷ）、平成３２年度に使用開始予定で飛騨信濃直流幹線（東京中部間連系線；９０万
ｋＷ）が建設中である。当該連系線も活用した場合の予備率を参考までに以下に示す。
東京エリアの予備率は、平成３３年度８．０％、平成３４年度６．９％となる見通し。

40.0% 38.0%
8.0% 8.0%
8.0% 6.9%

10.0% 9.0%

9.9% 8.8%
11.5% 8.8%
8.0% 10.3%

11.7% 9.9%
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環境影響評価書

計画名称 出力 燃料 運開時期 想定区域の位置 事業者

平成３１年７月

平成３２年１月

新居浜北火力発電所建設計画 15万kW
天然ガス
及び

副生ガス（水素）
平成３１年度 愛媛県新居浜市 住友共同電力（株）

三菱日立パワーシステムズ高砂工場
実証設備複合サイクル発電所更新計画

51.8万kW
都市ガス
及び
灯油

平成３２年７月 兵庫県高砂市 三菱日立パワーシステムズ（株）

平成３１年２月
平成３３年１２月
平成４０年１２月

富山新港火力発電所石炭1号機リプレース計画 42.47万kW LNG 平成３０年度 富山県射水市堀江千石1番地 北陸電力（株）

竹原火力発電所新１号機設備更新計画 60万kW 石炭 平成３２年９月
広島県竹原市忠海長浜
二丁目1番1号

電源開発（株）

平成２９年９月
平成３０年３月

坂出発電所２号機リプレース計画 28.9万kW LNG 平成２８年１１月 香川県坂出市番の州町2番地 四国電力（株）
酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所設置計画 17万kW級 石炭 平成２９年３月 広島県豊田郡大崎上島町 大崎クールジェン（株）

平成２８年７月
平成２９年７月

平成２６年７月

平成２９年１月

平成２８年７月
平成２９年７月
平成２５年１２月
平成３１年５月
平成３２年２月
平成２２年度
平成２３年度
平成２８年度
平成３２年度

真岡発電所建設計画 124.8万kW 栃木県真岡市 （株）コベルコパワー真岡

170.82万kW程度 北海道小樽市 北海道電力（株）

西名古屋火力発電所リフレッシュ計画 220万kW級 愛知県海部郡飛鳥村 中部電力（株）

石狩湾新港発電所建設計画

川崎火力発電所2号系列2軸，3軸設備増設計画 71万kW級×2
神奈川県川崎市川崎区
千鳥町5番1号

東京電力（株）

JFE千葉西発電所更新・移設計画
25万kW級新設

および
14.9万kW移設

千葉県千葉市中央区川
崎町1番地

ＪＦＥスチール（株）

新仙台火力発電所リプレース計画 95万kW級
宮城県仙台市宮城野区
港五丁目2番1号

東北電力（株）

川崎発電所リプレース計画（更新及び増設） 21.1万kW×3
神奈川県川崎市川崎区
扇町8番3号

東日本旅客鉄道（株）

天然ガス

天然ガス

吉の浦火力発電所 25.1万kW×4
沖縄県中頭郡中城村字
泊509番地の2及び地先

沖縄電力（株）LNG

都市ガス

天然ガス

天然ガス

LNG

副生ガス
及び

都市ガス

（参考２）電気事業者以外の電源開発計画を供給力に加算した場合

（注）2016.5月末時点【参考】火力発電所環境アセスメント情報（METIウェブサイトより）①

 東京エリアの平成３４年度について、更なる供給力のポテンシャルを探るべく、環境アセスメントを
開始している電源開発計画の一覧（下表）から、想定区域の位置が東京エリアで、平成３３年度ま
でに運転開始を計画している電源（供給計画の記載案件を除く）をピックアップした。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/thermal.html

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/thermal.html
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【参考】火力発電所環境アセスメント情報（METIウェブサイトより）②

計画段階環境配慮書

計画名称 出力 燃料 運開時期 想定区域の位置 事業者

秋田港発電所（仮称）建設計画 約130万kW 石炭 秋田県秋田市
丸紅（株）
（株）関電エネルギーソリューション

市原火力発電所建設計画 約100万kW 石炭 千葉県市原市 市原火力発電合同会社
福山共同発電所更新計画 約23万kW 副生ガス 広島県福山市 瀬戸内共同火力（株）

（仮称）千葉袖ケ浦火力発電所１，２号機建設計画 約200万kW 石炭 千葉県袖ケ浦市中袖 （株）千葉袖ヶ浦エナジー
川崎天然ガス発電所３・４号機増設計画 約110万kW 天然ガス 神奈川県川崎市川崎区 川崎天然ガス発電（株）

夢洲天然ガス発電所建設事業
0

300万kW
1,000万kW

天然ガス 大阪市此花区夢洲 （株）エコ・サポート

環境影響評価方法書

計画名称 出力 燃料 運開時期 想定区域の位置 事業者

平成３５年夏

平成３７年夏

武豊火力発電所リプレース計画 107万kW 石炭 平成３４年３月 愛知県知多郡武豊町 中部電力（株）
平成３３年７月
平成３３年１１月
平成３６年７月
平成３３年度
平成３４年度
平成３２年１月
平成３２年４月

ＪＦＥ扇島火力発電所更新計画 25万kW級
副生ガス
及び

都市ガス
平成３１年１０月 神奈川県川崎市 ＪＦＥスチール（株）

平成３３年度
平成３９年度
平成３２年度
平成３３年度
平成３６年度
平成３８年度頃

福島復興大型石炭ガス化複合発電設備実証計画（広野） 約54万kW 石炭 ２０２０年代初頭 福島県双葉郡広野町 東京電力（株）

福島復興大型石炭ガス化複合発電設備実証計画（勿来） 約54万kW 石炭 ２０２０年代初頭 福島県いわき市
東京電力（株）
常磐共同火力（株）

常陸那珂共同火力発電所１号機建設計画 約65万kW 石炭 平成３３年前半 茨城県那珂郡東海村 （株）常陸那珂ジェネレーション
鹿島火力発電所２号機建設計画 65万kW程度 石炭 平成３２年７月頃 茨城県鹿嶋市 鹿島パワー（株）

平成３３年度
平成３４年度
平成３５年度

LNG

石炭

天然ガス

石炭

天然ガス

石炭

五井火力発電所更新計画 71万kW級×3
千葉県一針市五井海岸1
番地

東京電力（株）

高砂火力発電所新１・２号機設備更新計画 120万kW 兵庫県高砂市 電源開発（株）

ひびき天然ガス発電所（仮称）設置計画 160万kW級 北九州市若松区 西部ガス（株）天然ガス

神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画 約130万kW 兵庫県神戸市灘区 （株）神戸製鋼所

相馬港天然ガス発電所（仮称）設置計画 約120万kW 福島県相馬郡新地町 福島ガス発電（株）

西沖の山発電所（仮称）新設計画 約120万kW 山口県宇部市 山口宇部パワー（株）

清水天然ガス発電所（仮称）建設計画 約170万kW 静岡県静岡市清水区 東燃ゼネラル石油（株）

（注）2016.5月末時点

（参考２）電気事業者以外の電源開発計画を供給力に加算した場合
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Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37
北海道 21.4% 19.8% 35.2% 47.5% 45.8% 40.0% 38.0% 40.8% 50.0% 48.5%
東北 14.1% 16.2% 15.2% 15.9% 17.3% 8.0% 8.0% 18.2% 18.0% 17.7%
東京 9.8% 9.8% 12.1% 8.8% 9.2% 8.0% 6.9% 9.0% 11.2% 10.3%
東日本
３社計

11.3% 11.6% 14.1% 12.5% 13.0% 10.0% 9.0% 12.7% 14.9% 14.0%

中部 12.3% 8.3% 8.2% 8.8% 10.2% 9.9% 8.8% 8.6% 8.4% 8.1%
北陸 16.8% 13.0% 12.0% 12.7% 12.1% 11.5% 8.8% 10.1% 9.4% 9.6%
関西 13.3% 9.7% 12.7% 11.9% 9.6% 8.0% 10.3% 12.7% 12.8% 13.0%
中国 19.2% 20.4% 21.4% 12.6% 17.8% 11.7% 9.9% 22.9% 22.6% 22.1%
四国 13.1% 15.3% 14.4% 14.3% 14.8% 14.7% 12.1% 17.4% 17.5% 17.5%
九州 17.5% 14.1% 8.7% 8.6% 16.5% 16.0% 15.7% 15.3% 14.9% 14.5%

中西日本
６社計

14.7% 11.9% 11.9% 10.7% 12.4% 11.0% 10.8% 13.4% 13.2% 13.1%

９社合計 13.2% 11.8% 12.9% 11.5% 12.7% 10.5% 10.0% 13.1% 14.0% 13.5%
沖縄 50.5% 47.1% 50.5% 53.8% 40.2% 43.9% 43.4% 43.3% 51.9% 41.3%

１０社合計 13.5% 12.1% 13.2% 11.9% 12.9% 10.8% 10.3% 13.3% 14.3% 13.8%

（参考２）電気事業者以外の電源開発計画を供給力に加算した場合

9.6%

予備率＋２．７％

平成２８～３７年度（８月）の予備率（％） 電気事業者以外の電源開発計画を考慮

参考での検討

 平成３３年度までに使用開始予定の建設中の地域間連系線の活用に加え、平成３３年
度までに東京エリアで運転開始を計画している電源のうち、広域機関で試算した供給計
画への未計上分（約１５０万kW）の供給力を加算すると、平成３４年度の予備率は
９．６％※となり、予備率８％以上を確保できる見通し。

 これらの供給計画に含まれない供給力については、今後、広域機関で実施する需給変
動リスク分析の中で評価していく。

※使用開始済みを含め、地域間連系線の活用をしなかった場合の予備率は５．５％となる。



35４‐４‐５．需給バランス評価（長期） ～沖縄エリア

最大電源ユニット（２３．５万ｋＷ）
脱落時の予備率を算出

平成２８～３７年度（夏季：８月）の沖縄エリアの予備率（％）

平成２８年度～３７年度の沖縄エリアの
最大電源ユニット脱落後の予備率（％）

 沖縄エリアについて、最大電源ユニット脱落時に、いずれの年度も供給力がＨ３需要を
上回る（予備率が０％以上である）見通しである。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37
沖縄 34.1% 30.8% 34.3% 37.7% 24.2% 27.9% 27.6% 27.5% 36.2% 25.6%
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追加発電余力＋連系線考慮後エリア予備率（エリア予備力／エリア需要）

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37
北海道 21.4% 19.8% 35.2% 47.5% 45.8% 41.0% 39.4% 40.8% 50.0% 48.5%
東北 14.1% 16.2% 15.2% 15.9% 17.3% 8.0% 8.0% 18.2% 18.0% 17.7%
東京 9.8% 9.8% 12.1% 8.8% 9.2% 7.4% 5.1% 9.0% 11.2% 10.3%
東日本
３社計

11.3% 11.6% 14.1% 12.5% 13.0% 9.6% 7.8% 12.7% 14.9% 14.0%

中部 12.3% 8.3% 8.2% 8.8% 10.2% 11.0% 8.8% 8.6% 8.4% 8.1%
北陸 16.8% 13.0% 12.0% 12.7% 12.1% 11.5% 10.7% 10.1% 9.4% 9.6%
関西 13.3% 9.7% 12.7% 11.9% 9.6% 8.0% 10.3% 12.7% 12.8% 13.0%
中国 19.2% 20.4% 21.4% 12.6% 17.8% 11.7% 17.2% 22.9% 22.6% 22.1%
四国 13.1% 15.3% 14.4% 14.3% 14.8% 14.7% 12.1% 17.4% 17.5% 17.5%
九州 17.5% 14.1% 8.7% 8.6% 16.5% 16.0% 15.7% 15.3% 14.9% 14.5%

中西日本
６社計

14.7% 11.9% 11.9% 10.7% 12.4% 11.3% 11.8% 13.4% 13.2% 13.1%

９社合計 13.2% 11.8% 12.9% 11.5% 12.7% 10.5% 10.0% 13.1% 14.0% 13.5%
沖縄 50.5% 47.1% 50.5% 53.8% 40.2% 43.9% 43.4% 43.3% 51.9% 41.3%

１０社合計 13.5% 12.1% 13.2% 11.9% 12.9% 10.8% 10.3% 13.3% 14.3% 13.8%

４‐４-６．需給バランス評価（長期） ～まとめ

平成２８～３７年度（８月）の予備率（％） 追加発電余力と地域間連系線の活用を考慮

青：予備率が８％以上に改善したエリア・年度赤：予備率が８％未満のエリア・年度 緑：他エリアへ応援したエリア・年度

 平成２８年度から平成３７年度までにおける見通しは、以下のとおり。

 東京エリアの平成３３，３４年度を除き、全国で、他エリアから地域間連系線を通じて、
融通を受ければ、いずれの年度でも予備率８％以上を確保できる見通しである。

 沖縄エリアにおいて、最大電源ユニット脱落時に、いずれの年度でも供給力がＨ３需
要を上回る見通しである。



37４‐５．需給バランス評価のまとめ

 短期（平成２８年度）の需給バランス評価

 全月・全エリアにおいて、安定供給の目安である予備率８％を確保できる
見通し。

 中長期（平成２９年度～平成３７年度）の需給バランス評価

 地域間連系線を活用した他エリアからの供給力の融通を考慮しても予備
率が８％を下回るエリア・年度が存在する。

 しかし、供給計画の取りまとめの中では、電気事業者ではない事業者※の
新規開発電源の供給力が捕捉できないこと、更に、原子力発電の供給力
のほとんどが「未定」（＝「ゼロ」）の計上となっていることを考えると、直ち
に安定供給に支障があるとは言えない。
※発電事業ライセンスは、発電事業を開始するまでに取得すればよく、大型の新規電源を開発しようとし
ている事業者でも、供給計画の提出義務がない事業者はいる。

 今後実施する需給変動リスク分析もふまえ、需給バランスの状況につい
て注視が必要。



38５．供給計画取りまとめでの気づき事項

（課題１）発電事業ライセンス未取得者等の新規開発電源の供給力を捕捉できない

 供給計画の提出義務のない事業者※１の新規開発電源や、供給計画の提出義務のある事業
者が供給計画に記載しない新規開発電源※２は、供給力として捕捉できない。報道情報等に
よれば、これらの新規開発電源には、10万ｋＷを超える計画が多数あり、これらの計画も、供
給計画に記載される計画と同様に評価していく必要がある。

※１：発電事業ライセンスは発電事業を開始するまでに取得すればよいため、発電所の開発準備等を

行っている事業者が必ずしも発電事業者になる必要はなく、供給計画を提出する義務もない。

※２：新規開発電源を供給計画に記載するかどうかは事業者判断となっている。

（課題２）電源開発計画の不確実性をシナリオ評価する必要性

 新規開発電源について、現状、供給計画に記載されたものはすべて供給力に計上し、供給
計画に記載がないものは供給力に計上しないルール。

 今後は、電源開発を行う多様な事業者がいる中で、電源開発計画の不確実性なども考慮し、
供給力を計上する方法を検討していく必要がある。

課題１、課題２について、当機関が７月から実施する予定である、
電源入札等の検討開始の必要性判断のための「需給バランス評価」
「需給変動リスク分析」の中で検討する予定。



39６．供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題①

小売電気事業者の自社想定需要に対する
確保済み供給力の比率

※各年度の想定需要を基に分類

 小売電気事業者について、各社の自社想定需要に対する確保済み供給力の比率を規模別で分
類したグラフ、及び、エリア需要に対する全小売電気事業者の確保済み供給力の比率で表したグ
ラフを以下に示す。

 多くの小売電気事業者は、自社の中長期的な販売目標に対する供給力の確保に、卸電力取引市
場等の活用を期待しており、長期に亘って固定的な供給力を確保していないことが読み取れる。

エリア需要に対する小売電気事業者
の確保済み供給力の比率
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百万ｋＷ

石炭（開発） ＬＮＧ（開発）

石炭（休廃止） ＬＮＧ（休廃止）

石油（休廃止） 開発・休廃止合計

中長期の電源開発及び休廃止計画（Ｈ２８以降の累計）

（課題①参考）発電事業者の電源開発及び休廃止計画

開発分

休廃止分

 全国における火力発電の今後１０年間の電源開発及び休廃止計画を、燃料種別毎に集計した。

 開発及び休廃止に伴う供給力は、開発に先行して行われる休廃止等に伴い、平成２８年度から平
成３４年度まで減少傾向が続くが、平成３５年以降、新規電源等の運転開始に伴い、増加に転じる。

 これらの新規電源の開発計画が計画どおりに進まなかった場合（運転開始時期の遅延、計画取り
止め等）には、需給は今回の評価よりも厳しいものとなるため、状況を注視する必要がある。



41６．供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題 ～まとめ①

小売電気事業者の供給力確保の実効性について

 今回の供給計画からは、小売電気事業者の多くが供給力を「調達先未定」としており、
現段階では、相対契約等で長期に渡る供給力を確保していない状況であることが分
かった。

 今後、原子力発電の再稼働や新規電源の導入により、経年火力は停止され、電源が
入れ替わっていくことが想定される。しかし、小売電気事業者との間に長期契約等が
ないため、発電事業者にとっては、保有する電源を期待通りに稼働させられるのか確
約が得られない中、計画通りに電源の新設・入替えが行われない場合、将来、市場調
達可能な供給力が、需要に対して十分に確保されないことも懸念される。

 このため、広域機関としては、上記の状況を注視しながら、今後実施する予定の需給
リスク分析において、将来の電力需給の見通しや、電源入札等の検討の必要性など
について検討を深めていくこととしたい。国においては、将来の安定供給を確実に確保
するため、国民負担とのバランスに配慮しつつ、容量メカニズムの導入等も含め、実効
性のある供給力確保の在り方について検討を進められることを期待したい。



42６．供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題②－１ ～経年火力の状況

15

20

25

30

百万ｋＷ 石油火力※の休廃止計画の見通し

運転中(万ｋＷ) 休止（万ｋＷ） 廃止（万ｋＷ）

※他燃料（石炭・ＬＮＧ）へのリプレース計画がない現存する石油火力
（単純廃止となる可能性があるもの）を集計している

 東日本大震災のあと、原子力が停止していく中、火力電源を最大限活用して、需給を何とか保って
きた。

 今後も非常時のリスク対応として火力発電設備の維持が期待されるものの、電力自由化の進展に
伴い、供給力の確保とともに、経年化や相対的な競争力が低下した電源は休廃止されていく可能
性が高いことが今回の供給計画の取りまとめでわかった。また、事業者からもその旨指摘を受けて
いるところ。

 特に石油火力は、ＬＮＧ火力等に比べ、燃料調達・運用の柔軟性が高く、ベース電源の電力量（ｋ
Ｗｈ）の代替として活用できるメリットがあり、非常時のリスク対応の観点で活用が期待できる一方
で、その経年化、競争力の低さらから更なる休廃止が進む可能性が高い（下図「石油火力の休廃
止計画の見通し」参照）。また、今後、石油火力の休廃止が進めば、石油消費量の減少に伴い、燃
料サプライチェーンが先細ることが懸念される。



43（課題②－１参考）震災以降の火力設備利用率の状況について

出典 電力需給検証小委員会 第５回会合 資料２（平成２６年４月１７日）
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_jukyu/pdf/005_02_00.pdf

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_jukyu/pdf/005_02_00.pdf


44（課題②－１参考）石油火力と石油燃料のサプライチェーンについて

出典 総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会 第１７回 資料６（石油連盟：平成２８年５月１７日）
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen_nenryo/pdf/017_06_00.pdf

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen_nenryo/pdf/017_06_00.pdf


45６．供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題②－２
～需給調整契約等について

 平成２８年度供給計画で確認された「ひっ迫時需要抑制電力」（需給調整契約等）の推移を下図に
示す。平成２８年度は全国で350万kW程度の契約量を確保しているものの、平成２９年度以降は契
約の見通しが不透明であり、現状では、このうちの多くが計上されていない。

 現状、需給調整契約等は、旧一般電気事業者が非常時のリスク対応の観点から契約しているもの
の、コスト面の議論がされておらず、現状のままでは契約を維持していくことは困難であることが指
摘されている。

 このように、電力自由化が進展していく中、非常時のリスク対応力が失われつつある現状が明らか
となった。

万ｋＷ



46６．供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題 ～まとめ②

稀頻度リスクへの対応について

供給計画の取りまとめを通じて、電気事業者から、以下の懸念が示された。

 原子力発電の再稼働や再生可能エネルギーの導入により、競争力が相対的に低
い石油火力等の経年火力は徐々に廃止されていくこととなる。その場合に、例えば、
東日本大震災のように大規模かつ長期間に亘り供給力が減少するような稀頻度リ
スクが発生すると、電力需給は極めて厳しい状況になることが想定される。こうした
事態が発生する可能性を踏まえた、石油火力発電等の供給力の確保のあり方を
検討することが必要ではないか。

 需給調整契約等の非常時に供給力の代替として使い得る手段については、平成
28年度については、旧一般電気事業者としての非常時のリスク対応の観点から、
従来と同程度の契約を維持している。しかし、競争環境の変化やコスト面も鑑み、
今後保有し続けることが難しいと考えており、平成29年度以降の取扱いについて
は未定となっている。そのため、今後はこの取扱いについて、改めて整理する必要
があるのではないか。

上記について、広域機関としても重要な課題と認識したことから、「稀頻度リスク」をど
う考えるべきか、また、その対応として電源入札その他の手段を講ずるべきかについ
て議論を開始することとしたい。国においても、「稀頻度リスク」についての考え方を整
理し、その対応について検討を進められることを期待したい。



47７．今後について ～需給変動リスク分析と電源入札について～

今後、次回委員会で第１年度の電源入札等の検討開始の判断（ＳＴＥＰ１）を完了させる。年内を目途
に、第２年度～第１０年度の需給バランス評価及び需給変動リスク分析を行い、第２年度～第１０年度の
電源入札等の検討開始の判断を完了させる。

◆次回委員会（６月末）で第１年度分を実施
◆年内に第２年度～第１０年度分を実施

第２回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料２から抜粋


